
は
じ
め
に

『

政
事
要
略』

(

�)

は
、
そ
の
記
述
の
中
に
多
数
の
典
籍
が
引
用
さ
れ
て
お
り
、
特
に

現
在
は
散
逸
し
て
し
ま
っ
た
も
の
が
多
く
含
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
逸
文
研
究
の
分
野

で
重
要
視
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
現
存
す
る
典
籍
に
関
し
て
も
、
現
行
文
と
の
比
較

を
通
じ
て
、
現
行
文
に
は
含
ま
れ
な
い
要
素
を
含
む
こ
と
が
判
明
し
て
い
る

(

�)

。
そ
の

代
表
的
な
典
籍
の
一
つ
が

『

西
宮
記』

で
あ
る
。
近
世
以
前
に
遡
る

『

西
宮
記』

の

写
本
と
し
て
は
前
田
家
巻
子
本
と
壬
生
本
の
二
つ
の
系
統
が
存
在
す
る
が
、『

政
事

要
略』

に
引
か
れ
る

『

西
宮
記』

の
儀
式
文
は
そ
の
い
ず
れ
と
も
完
全
に
は
一
致
せ

ず
、
よ
り
詳
細
な
内
容
を
含
む
こ
と
が
和
田
英
松
氏
、
所
功
氏
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て

い
る

(

�)

。
所
氏
の
研
究
が
発
表
さ
れ
て
の
ち
、『

西
宮
記』

の
写
本
系
統
に
関
す
る
論

考
が
多
数
出
さ
れ
て
お
り

(

�)

、
ま
た
代
表
的
な
古
写
本
の
影
印
が
相
次
い
で
刊
行
さ
れ

て
い
る

(

�)

。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は

『

政
事
要
略』

所
引
の

『

西
宮
記』

の
う
ち
勘
物
を

対
象
と
し
て
、『

西
宮
記』

の
現
行
文
と
の
比
較
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
。

な
お
、『

政
事
要
略』

の
テ
キ
ス
ト
は
新
訂
増
補
国
史
大
系
本

(

以
下

｢

大
系
本｣

と
略
記
す
る)

を
基
本
と
し
、
必
要
に
応
じ
て
大
系
本
の
底
本
と
は
写
本
系
統
の
異

な
る
国
立
公
文
書
館
所
蔵
稲
葉
通
邦
自
筆
書
入
本
お
よ
び
東
京
大
学
附
属
総
合
図
書

館
所
蔵
本
を
対
校
に
用
い
た

(

�)

。

１
、
定
官
中
考
事

『

政
事
要
略』

中
に

『

西
宮
記』

は
十
四
篇
十
九
ヶ
条
が
引
か
れ
る
が

(

�)

、
そ
の
大

半
は
儀
式
文
そ
の
も
の
で
あ
り
、『

西
宮
記』

よ
り
引
用
す
る
勘
物
で
あ
る
こ
と
が

記
載
か
ら
判
明
す
る
の
は
、
１
定
官
中
考
事

(

巻
第
二
十
二)

、
２
駒
牽

(

巻
第
二

十
三)

、
３
御
仏
名
事

(

巻
第
二
十
八)

、
４
追
儺
事

(

巻
第
二
十
九)

の
四
項
目
で

あ
る
。
以
下
、
順
に
検
討
し
て
い
く
。

ま
ず
、
定
官
中
考
事
で
あ
る
が
、
大
系
本
で
見
る
と
二
七
頁
二
行
目
か
ら
三
〇
頁

に
か
け
て

『

西
宮
記』

の
儀
式
文
を
引
用
し
、
三
一
頁
一
〜
三
行
に

『

延
喜
式』

を

挟
ん
だ
の
ち
、
三
一
頁
四
行
目
か
ら
三
二
頁
一
〇
行
目
に
か
け
て
十
八
条
の
勘
物
を

引
い
て
い
る
。
こ
の
定
官
中
考
事
に
対
応
す
る

『

西
宮
記』

の
項
目
は

｢

考
定｣

で

あ
り
、
古
写
本
と
し
て
は
前
田
家
巻
子
本
巻
五
と
大
永
本
第
三
に
対
応
箇
所
が
残
る
。

双
方
の
勘
物
を
年
代
順
に
対
照
さ
せ
た
の
が
表
１
で
あ
る
。
な
お
、
以
降
、
勘
物
に

は
項
目
内
で
の
記
載
順
に
数
字
を
振
り
、『

政
事
要
略』

所
引
の

『

西
宮
記』

勘
物

の
場
合
に
は
漢
数
字
で
、
現
行
の

『

西
宮
記』

勘
物
の
場
合
に
は
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で

表
記
す
る
こ
と
と
す
る
。

こ
の
表
よ
り
、『

政
事
要
略』

所
引
の
勘
物
は
、
四
・
六
・
七
・
九
・
一
五
を
除

い
て
、
基
本
的
に
前
田
家
巻
子
本
に
記
載
さ
れ
た
範
囲
の
も
の
に
限
ら
れ
、
大
永
本

に
お
い
て
末
尾
に
付
加
さ
れ
て
い
る

｢

定
考｣

(

№
13
〜
37)

お
よ
び

｢

大
弁
於
穏

( ) 『政事要略』 所引の 『西宮記』 勘物について (矢越)19

矢

越

葉

子

『
政
事
要
略』

所
引
の

『

西
宮
記』

勘
物
に
つ
い
て

研
究
報
告
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表１ ｢定官中考事｣ 勘物対照表

年月日
『政事要略』 所引 『西宮記』 勘物 現行の 『西宮記』 勘物

番号 記事 № 記載位置など 記事
弘仁14年7月23日 16 定考
天長元年7月7日 一 天長元年七月七日｡ 奈良太上皇崩｡ 仍九月日有定考｡ 1 天長元年七月七日｡ 奈良天皇崩､ 九月有定考
承和7年8月11日 17 定考
承和9年10月7日 二 承和九年七月十五日｡ 嵯峨太上皇崩｡ 依上宣停止考定｡

但定考事｡ 惣依弁官定｡ 弁以下着弁官庁聊有酒｡ 別当史
依例作見参了｡

2 承和九年十月七日､ 嵯峨天皇崩､ 定考停止､ 於弁官
聊設酒肴〈云々〉､

嘉祥元年8月11日 40 大弁於穏座見参議
貞観3年8月11日 41 大弁於穏座見参議
貞観11年8月11日 39 大弁於穏座見参議
貞観17年8月11日･
12日､ 9月17日

30 定考

寛平3年8月11日 三 寛平三年八月十一日｡ 於太政官有定考事｡ 左右大臣以下
参議以上同預此政｡ 但右大臣及右衛門督藤原時平卿｡
〈重服〉政畢之後｡ 参着左仗｡ 于時召昨釈奠博士等｡ 天
皇御出｡

項目内 寛平三年八月十一日､ 重服公卿､ 参定考并政､ 畢之
後､ 参陣事､

13 定考 寛平三年八月十一日､ 定考云々｡ 右大臣〈良世〉及
右衛門督藤原時平卿重服｡ 仍政畢之後､ 参左近陣云々｡
天皇御南殿｡ 有内議事云々｡

延喜5年8月11日 23 定考
延喜17年8月11日 33 定考
延喜22年8月11日 36 定考
延長3年 四 延長三年｡ 音楽不候｡〈不見停止由｡ 依止音楽｡ 不注進

造挿頭花由｡〉
延長7年 五 同 (延長) 七年｡ 依上宣無音楽｡ 依風水損也｡ 有挿頭事｡ 3 (大永本のみ) 延長七年､ 依風雨損止音楽｡ 但､ 奉挿頭｡
延長8年 六 同 (延長) 八年｡ 楽人不召｡〈上宣｡〉不注進挿頭由｡
承平6年8月11日 35 定考
承平7年8月11日 31 定考
天慶3年 七 天慶三年｡ 依中宮御薬音楽停止｡ 舞挿頭及宴□｡ 但於食

所覧参入了｡
天慶5年8月13日 八 同 (天慶) 五年八月十三日｡ 有定考事｡ 依大風雨時延引

也｡
4 天慶五年八月十三日､ 定考､ 依大風延引､
20 定考
22 定考
25 定考
27 定考
38 大弁於穏座見参議
42 大弁於穏座見参議

天慶6年 九 同 (天慶) 六年｡ 依皇太后御薬事音楽停止｡ 依同三年例
所行也｡〈中納言元方為日上也｡〉

天慶7年8月13日 一〇 同 (天慶) 七年八月十三日｡ 有定考事｡ 依左衛門陣物忌
〈犬死〉所延也｡

5 同 (天慶) 七年､ ｢依｣ 左衛門陣物忌延引､

天慶8年8月14日 一一 同 (天慶) 八年八月十四日｡ 依散斎日停止音楽｡ 〈昨日
伊勢使｡ 〉但有挿頭事｡

6 同 (天慶) 八年､ 依散斎延引､ 又停楽､ 但有挿頭､
28 定考
29 定考

天慶9年 一二 同 (天慶) 九年八月十四日｡ 定考｡ 無音楽｡ 今月十三日
伊勢使発遣｡ 依斎内停止也｡ 軽服人着穏座｡ 及当日上卿
依着軽服｡ 停留音楽之例｡ 無所見之｡

7 同 (天慶) 九年､ 依斎無楽､ 上卿軽服､

天暦元年 一三 天暦元年八月十一日｡ 依疱瘡无音楽｡ 准延長三年例｡ 有
挿頭事｡

8 天暦元年､疱瘡無楽､有挿頭､〈延長三年例､〉

天暦元年 一四 同 (天暦) 元年十一月十三日｡ 宣旨云｡ 左大弁源庶明伝
宣｡ 左大臣宣｡ 太政官列見定考｡ 賀茂祭六月禊等饗｡ 年
来之間｡ 甚以過差｡ 自今以後｡ 惣従倹約｡ 至于裹銭｡ 一
切停止｡ 又史生使部等定考可行者｡

9 同元年 (天暦元年)､ 宣旨停裹銭､

天暦2年8月11日 24 定考
天暦3年8月11日 一五 同 (天暦) 三年八月十一日｡ 依無南面人｡ 宴座之間｡ 治

部卿兼明卿入自北門忽着座｡

天暦7年8月11日 一六 同 (天暦) 七年八月十一日｡ 依例雅楽祇候｡〈今日内論
義｡ 諸卿分参向｡〉而依院御国忌月之上｡ 々卿已巻纓也｡
停止音楽畢｡〈左大臣不参｡ 然而依先例載見参之｡〉

10 同 (天暦) 七年八月十一日､ 故院御忌月之上､ 々卿
軽服無楽､ 今日有内論議､

32 定考
天暦9年8月11日 一七 同 (天暦) 九年八月十一日｡ 参議左大弁藤原有相依未着

座｡不着宴座及穏座｡〈右大弁好古着宴座行酒｡〉
12 同 (天暦) 九年八月十一日､ 左大弁不着庁并宴座､

及穏座､〈未着座也〉､ 右大弁着宴座､ 退出依旱無楽､
無大弁被行例､ 度々有日記､ 依巨勢内親王薨日､ 近
無楽挿頭､

天暦10年8月13日 一八 同 (天暦) 十年八月十三日｡ 有定考｡ 右大臣不着宴座退
出｡ 今日依旱魃無音楽｡

11 (大永本のみ) 天暦十年八月十三日､ 依厨犬死延引｡ 依旱魃止音楽｡

14 定考
19 定考
21 定考

天徳2年8月11日 26 定考
天徳2年8月11日 43 大弁於穏座見参議
応和2年8月11日 15 定考
天延3年8月11日･
17日

44 大弁於穏座見参議

天延3年8月17日･
20日

18 定考

永観元年9月16日 45 大弁於穏座見参議
寛和元年8月20日 34 定考
長徳元年8月12日 37 定考

Ⓒ2009 Historiographical Institute(Shiryo Hensan-jo) 
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座
見
参
議｣

(

№
38
〜
45)

内
に
ま
と
め
ら
れ
た
勘
物
は
含
ん
で
い
な
い
こ
と
が
判

明
す
る
。
ま
た
四
・
六
・
七
・
九
・
一
五
の
五
例
は
典
拠
が
不
明
な
も
の
の
、
該
当

す
る
勘
物
は

｢

定
考｣

お
よ
び

｢

大
弁
於
穏
座
見
参
議｣

に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、『

政
事
要
略』

の
著
者
で
あ
る
惟
宗
允
亮
が
参
照
し
た

『

西
宮

記』

に
は

｢

定
考｣

｢
大
弁
於
穏
座
見
参
議｣

の
箇
所
が
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と

推
測
さ
れ
る
。

次
に
注
目
さ
れ
る
の
は
五
と
一
八
で
あ
る
。
五
の
典
拠
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
№

３
お
よ
び
一
八
の
典
拠
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
№
11
は
、
前
田
家
巻
子
本
に
は
記
載

が
見
え
ず
、
大
永
本
に
の
み
見
え
る
勘
物
で
あ
る
。
ま
た
大
永
本
に
お
け
る
そ
の
記

載
は
追
記
の
よ
う
な
形
態
を
遺
し
て
お
り
、
№
３
と
そ
れ
が
右
肩
に
追
記
さ
れ
た
№

４
は
、｢

延
長
七
年
、
依
風
水
損
停
止
音
楽
。
但
、
奉
挿
頭
。｣

(

№
３)

、｢

天
慶
五

年
八
月
十
三
日
、
定
考
、
依
大
風
延
引
。｣

(

№
４)
と
音
楽
が
停
止
さ
れ
た
理
由
が

風
水
と
大
風
で
類
似
し
て
お
り
、
同
様
に
№
11
と
そ
れ
が
右
肩
に
追
記
さ
れ
た
№
12

は

｢

天
暦
十
年
八
月
十
三
日
、
依
厨
犬
死
延
引
。
依
旱
魃
止
音
楽
。｣

(

№
11)

、｢

同

九
年
八
月
十
一
日

(

中
略)

依
旱
無
楽
。(

後
略)｣
(

№
12)
と
楽
停
止
の
理
由
が

旱
魃
と
旱
で
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
№
３
お
よ
び
№
11
を
除
い
た
№
１
〜
12
の

『

西
宮
記』

勘
物
は
年
代
順
に
記
載
さ
れ
て
お
り
、
特
に
№
11
を
挿
入
す
る
こ
と
で

そ
の
配
列
順
に
狂
い
が
生
じ
て
い
る
。
以
上
よ
り
、
№
３
と
№
11
は
成
立
当
初
の

『

西
宮
記』

に
は
勘
物
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
の
、
い
つ
の
段
階
で

か
類
似
す
る
例
と
し
て
注
記
の
形
で
勘
物
部
分
に
付
加
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ

の
追
記
の
時
期
は
少
な
く
と
も

『

政
事
要
略』

成
立
以
前
、
す
な
わ
ち
十
世
紀
末
以

前
で
あ
る
と
言
え
る
。

な
お
、『

政
事
要
略』

所
引

『

西
宮
記』

勘
物
と
現
行
の

『

西
宮
記』

勘
物
の
記

載
の
粗
密
に
関
し
て
は
、
二
と
№
２
の
よ
う
に

二

承
和
九
年
七
月
十
五
日
。
嵯
峨
太
上
皇
崩
。
依
上
宣
停
止
考
定
。
但
定
考
事
、

惣
依
弁
官
定
。
弁
以
下
着
弁
官
庁
聊
有
酒
。
別
当
史
依
例
作
見
参
了
。

№
２

承
和
九
年
十
月
七
日
。
嵯
峨
天
皇
崩
。
定
考
停
止
。
於
弁
官
聊
設
酒
肴
云
々
。

と

『

政
事
要
略』

所
引
勘
物
の
方
が
詳
細
な
場
合
も
あ
れ
ば
、
一
七
と
№
12
の
よ
う

に一
七

同
九
年
八
月
十
一
日
。
参
議
左
大
弁
藤
原
有
相
依
未
着
座
。
不
着
宴
座
及
穏

座
。
〈
右
大
弁
好
古
着
宴
座
行
酒
。〉

№
12

同
九
年
八
月
十
一
日
。
左
大
弁
不
着
庁
并
宴
座
、
及
穏
座
〈
未
着
座
也
〉。

右
大
弁
着
宴
座
。
退
出
。
依
旱
無
楽
。
無
大
弁
被
行
例
、
度
々
有
日
記
。
依

巨
勢
内
親
王
薨
日
近
、
無
楽
挿
頭
。

と
現
行
の

『

西
宮
記』

勘
物
が
よ
り
多
く
の
情
報
量
を
含
む
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
、

№
12
で
単
に

｢

左
大
弁｣

と
す
る
記
載
を
、
一
七
で
は

｢

参
議
左
大
弁
藤
原
有
相｣

と
兼
官
お
よ
び
そ
の
姓
名
を
も
記
し
て
お
り
、『

政
事
要
略』

が
引
用
を
行
っ
た

『

西
宮
記』

の
勘
物
は
現
行
文
よ
り
も
詳
細
な
記
述
を
含
ん
で
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

２
、
駒
牽

『

政
事
要
略』

中
の
駒
牽
関
連
の
項
目
は
、
巻
第
二
十
二
に
収
め
ら
れ
る
七
日
牽

甲
斐
勅
旨
御
馬
事

(

Ａ)

、
巻
第
二
十
三
に
収
め
ら
れ
る
十
三
日
牽
武
蔵
秩
父
御
馬

事(

Ｂ)

、
十
五
日
牽
信
濃
勅
旨
御
馬
事(

Ｃ)

、
十
七
日
牽
甲
斐
穂
坂
御
馬
事(

Ｄ)

、

廿
日
武
蔵
小
野
御
馬
事

(

Ｅ)

、
廿
三
日
信
濃
望
月
御
馬
事

(

Ｆ)

、
廿
五
日
武
蔵
勅

旨
牧
并
立
野
御
馬
事

(

Ｇ)

、
廿
八
日
上
野
勅
旨
御
馬
事

(

Ｈ)

の
計
八
項
目
が
あ

り
、
Ｂ
・
Ｄ
・
Ｆ
・
Ｇ
・
Ｈ
の
五
項
目
に

『

西
宮
記』

勘
物
が
引
用
さ
れ
、
ま
た
Ｃ

に
は
典
拠
不
詳
な
が
ら
年
記
を
有
す
る
勘
物
が
列
挙
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
こ
れ
に

対
応
す
る
現
行
の

『

西
宮
記』

で
は
前
田
家
巻
子
本
巻
五
、
壬
生
本
第
五
軸
、
大
永

本
第
三
の

｢
上
野
御
馬｣

に
の
み
勘
物
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、『

西
宮
記』

で
は
駒
牽
の
最
終
に
当
た
る

｢

上
野
御
馬｣

に
一
括
で
勘
物
の
記
載
が
設
け
ら
れ
て

い
る
の
に
対
し
、『
政
事
要
略』

で
は
そ
れ
を
各
駒
牽
に
分
割
し
て
記
載
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
振
り
分
け
過
程
を
考
察
す
る
た
め
に
作
成
し
た
の
が
表
２
で
あ
る
。

( ) 『政事要略』 所引の 『西宮記』 勘物について (矢越)21
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表２ 駒牽 勘物対照表
『西宮記』 勘物 『政事要略』 所引 『西宮記』 勘物

№ 年記 記事 № 年記 記事
1 延喜十二八廿四 於清涼殿､ 覧信濃御馬廿疋｡ 参議定方候｡ 於御前分

取｡ 解文､ 主当寮付頭恒佐朝臣｡
2 天慶七九十四 牽信濃御馬､ 王卿着左衛門陣｡ 右大臣右大弁､ 留在

宜陽殿､ 定御読経事｡
Ｃ－三 天慶七年九月十

四日
信乃御馬六十疋牽進也｡ 王卿依例着左衛門陣｡ 此中
右大臣｡ 左大弁在衡着宜陽殿座｡ 定秋季御読経請僧｡
仍不給御馬｡

3 同八年九十一日 牽真衣野御馬｡ 参議左大弁在衡､ 依召参入｡ 御南殿｡
分取｡ 蔵人遠規､ 以解文給参議｡

4 同八廿八 御仁寿殿､ 御覧真衣野御馬｡ 左大臣候｡
5 同七八十六日 取信濃御馬｡ 无東宮牽分｡ Ｃ－四 天暦七年八月十

六日
貢信乃御馬六十疋｡ ・・・此度無東宮牽分事｡

6 同十八十六 以信濃御馬別貢､ 為東宮牽分｡ Ｃ－五 同 (天暦) 十年
八月十六日

御覧信乃御馬左右取了｡ 次別貢二疋｡ 牽巡如例｡ 即
以一御馬為東宮牽分｡ 以二御馬給左馬寮了｡ ・・・

7 天徳四年八月七日 左中将伊尹重服､ 取御馬｡ 依無他将｡
8 応和二年九月三日 御仁寿殿､ 覧真衣野御馬｡ 依雨取手立綾綺殿壇上｡

両牧一度牽時､ 度々取之｡ 牽由比､ 小河､ 石川､ 立
野之時､ 後取立野御馬別貢｡ 又後取之｡ 有先後論之
時､ 依外記日記､ 上卿定下｡ 自御即位年､ 可定取歟｡
公家有事時､ 牽諸牧御馬､ 准繋飼例｡ 仰左右馬寮､
於本寮令分取｡〈承平元年例｡〉

9 延長三年八月三日 駒牽御馬｡ 御覧之後､ 直分給馬寮事｡
10 延喜十八十七 牽穂坂御馬｡ 上卿不候｡ 於綾綺殿前分取｡ 更有御覧

遅速｡ 以三疋被奉仁和寺､ 一疋被奉東宮｡
Ｄ－二 同 (延喜) 十年

八月十七日
甲斐穂坂御馬卅疋牽進｡ 而上卿不候｡ 仍於綾綺殿前
奉覧之後｡ 為覧走之遅速｡ 御南殿令馳｡ 此日御馬三
疋｡ 被奉仁和寺｡ 一疋給東宮｡

11 十三九十六 牽上野御馬｡ 給人々奏慶｡ 依雨 ｢无｣ 拝舞｡ Ｈ－一 延喜十三年九月
十六日

上野駒牽進｡ 諸卿依例各給御馬｡ 令右少将忠房奏悦｡
依雨儀無拝舞｡

12 廿二九四 牽望月御馬｡ 中納言仲平候｡ 於清涼殿令分取｡ Ｆ－三 同 (延喜) 二十
二年九月四日

貢望月御馬｡ 中納言仲平依召参入｡ 天皇御清涼殿｡
令分配□□□□

13 延長三八十三 覧秩父御馬｡ 上卿不候｡ 配給両寮｡ Ｂ－一 延喜三年八月十
三日

西宮記｡ ・・・貢進秩父御馬｡ 依宇多院供馬｡ 不召
上卿｡ 御覧之後給左右馬寮已了｡

14 二年十十六 権中納言恒佐､ 於昭訓門前､ 令取望月御馬｡ 依降雨
也｡ 艮北三間立床子､ 東面｡ 近衛馬寮､ 着五間､ 北
面西上｡ 外記史着六間｡ 史生着七間｡

Ｆ－一 延長二年十月十
六日

西宮記｡ ・・・貢望月御馬｡ 此日降雨｡ 於昭訓門前
取御馬｡ 未二刻｡ 権中納言恒佐行事｡ 八省艮角北第
三間立床子｡〈東面｡〉左少将平伊望｡ 右中将英明｡
左右馬着第五間｡〈北面西上｡〉第六間着外記史生官
掌｡〈北面西上｡〉・・・

15 五年八廿 貢穂坂御馬｡ 即被奉中六條院｡ 即被返奉､ 於中隔取
之｡

Ｄ－一 延喜五年八月廿
日

西宮記｡ ・・・貢穂坂御馬卅疋｡ 即被奉中六條院｡
御覧了｡ 又被返奉｡ ・・・

16 天慶元年九七 牽信濃御馬｡ 師輔卿任府督､ 未着陣､ 着宜陽殿奏解
文｡ 他諸卿着左衛門陣饗｡

Ｃ－二 天慶元年九月七
日

牽進信乃駒｡〈申延期及今日｡ 非式日之時｡ 兼召仰
本陣令儲饌｡〉此日諸卿不参｡ 左衛門督卿〈師輔〉
任府之後｡ 未着本陣｡ 仍上卿不着左衛門陣｡ 参議当
幹｡ 淑光｡ 顕忠等着饌座｡ 但上卿在宜陽殿座｡ …

17 天慶四十一 貢穂坂御馬｡ 依御物忌､ 実頼卿以詞付蔵人尹風､ 被
奏可取由｡〈解文付尹風｡〉

Ｄ－三 天慶四年十一月
四日

進穂坂御馬廿疋｡ 此日御物忌也｡ 而右大将実頼卿｡
依先例｡ 以詞奏可取御馬由｡ 但解文付蔵人伊風奉仰
返給｡

18 六年九月十五・十六
日

御南殿､ 覧上野秩父御馬｡ 顕忠卿候御前｡ 先取上野､
次取秩父御馬｡ ／給左右寮､ 秩父御馬二疋､ 給太政
大臣｡ 又給上野太守一疋｡

Ｈ－二 天慶六年九月十
五日・十七日

上野御馬卅疋｡ 秩父御馬廿疋於南殿御覧｡ 中納言顕
忠候御前｡ 先覧上野｡ 択取如常｡ 覧秩父如前｡ ／以
左右馬寮秩父御馬二疋給大相国并上野大守各一疋｡

19 天暦元年八廿九 貢上野御馬｡ 左大臣以下着大庭､ 令分取｡ 又給人々
如例｡ 大臣以下､ 於温明殿巽角奏慶｡

Ｈ－三 天暦元年八月廿
九日

貢上野御馬廿疋｡ 左大臣奏解文｡ 即先日不給御馬右
大臣已下着大庭｡ 令取御馬｡ 并給人々如常｡ 大臣以
下列立温明殿巽角奏悦由｡〈蔵人左少弁俊奏事由｡〉
参議以上一列｡

20 応和二八廿 於仁寿殿覧秩父御馬｡ 以一疋給左大臣｡ 奏賀拝舞｡ Ｂ－二 応和二年八月二
十日

於仁寿殿前｡ 御覧秩父御馬｡ 以一疋給左大臣｡ 奏悦
由拝舞｡ ・・・

21 延喜五八十四 於仁寿殿､ 覧秩父御馬｡ 帰御以黄褂一領給牧司利春｡
22 十八年八月廿日 召武蔵御牧司道行､ 給衾一條｡〈右近陣｡〉
23 十年十月 以馬形絵幣等､ 給秩父御牧馬｡
24 天慶元四十五 太政大臣使参議師尹献馬四疋､ 二鹿毛｡ 先年給秩父

御馬也｡ 使給御衣｡
25 天暦九々十二日 於仁寿殿､ 御覧 ｢識｣ 原御馬｡ 乗尻員少､ 府生行忠

等乗之｡ 諸牧御馬､ 左右分取之後､ 近衛将馬寮､ 共
着馬場､ 令走定其品｡ 作奏差允奏文､ 蔵人 ｢奏｣ 聞｡
其文不披露云々｡ 馳遺牧御馬之後破埒｡

26 応和三九月 左右将差馬允顕盛､ 付蔵人奏｡ 牽真木野御馬之間､
無仰人､ 以允可迎御馬由｡ 外記不参､ 以蔵人可令奏
歟｡ 然間外記参入｡ 此例不叶例｡

27 天徳四八十一 於仁寿殿､ 覧穂坂御馬｡ 以春宮亮延光､ 令取御馬一
疋｡

28 応和二八廿三 牽望月御馬｡ 上卿不参｡ 依仰相分､ 令候左右馬寮｡
29 天暦七年十一月二日 於仁寿殿､ 覧陸奥臨時交易御馬｡
30 応和四五二 蔵人付典侍〈三位〉､ 奏臨時交易御馬解文｡ 仰右大

将分給馬寮｡〈中宮崩給間也｡〉
31 天暦二年八月十五日 被立伊勢大幣之日､ 有取御馬例｡
32 同三十廿三 於仁寿殿､ 覧後院利山萩原御馬｡ 近衛府分取｡ 遣給

当時親王等遺､ 給水御牧｡
33 応和二□九日 於南殿覧上野御馬｡ 為平親王候御屏風辺｡ 今年殿上

人給御馬､ 依延木七八年例｡ 両年給之｡
34 天暦八十七 召後院蕗原御馬〈本殿〉､ 覧二疋､ 給左右寮｡ 又賜

親王外戚侍臣｡ 於中隔取之｡
35 応和元九七 召後院小笠 ｢原御馬｣､ 於本殿覧｡ 賜親王達故右大

臣男舎人｡

Ⓒ2009 Historiographical Institute(Shiryo Hensan-jo) 
The University of Tokyo



な
お
、
１
と
同
様
に
、
前
田
家
巻
子
本
に
記
載
の
見
え
な
い
壬
生
本
・
大
永
本
の

｢

九
記
云｣

以
下
の
勘
物
は

『

政
事
要
略』

へ
は
引
か
れ
な
い
た
め
、
こ
の
表
に
は

含
め
て
い
な
い
。
ま
た

『

政
事
要
略』

所
引
勘
物
は
各
項
目
内
で
番
号
を
付
与
し
、

Ａ

一
の
よ
う
に
表
記
す
る
こ
と
と
し
た
。

ま
ず
、
年
記
の
一
致
か
ら
、
№
２
、
10
、
11
、
12
、
14
、
16
、
17
、
18
、
19
、
20

が
、『

政
事
要
略』

中
に
は
Ｃ

三
、
Ｄ

二
、
Ｈ

一
、
Ｆ

三
、
Ｆ

一
、
Ｃ

二
、

Ｄ

三
、
Ｈ

二
、
Ｈ

三
、
Ｂ

二
と
し
て
引
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
次

に
、
元
号
が
一
致
し
な
い
も
の
の
、
№
５
、
６
、
13
、
15
は
年
記
の
数
字
部
分
お
よ

び
記
載
内
容
か
ら
Ｃ

四
、
Ｃ

五
、
Ｂ

一
、
Ｄ

一
と
し
て
引
か
れ
て
い
る
と
推
定

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
№
５

｢

同

[

天
慶
ヵ]

七
八
一
六｣

は
Ｃ

四

｢

天
暦
七
年

八
月
十
六
日｣

と
類
似
し
、
か
つ

｢

無
東
宮
牽
分｣

で
一
致
、
№
６

｢

同

[

天
慶
ヵ]

十
八
十
六｣

は
Ｃ

五

｢

同

[

天
暦]

十
年
八
月
十
六
日｣

と
類
似
し
、
か
つ

｢

以

信
濃
別
貢
、
為
東
宮
牽
分｣

と

｢

次
別
貢
二
疋
、
牽
巡
如
例
。
即
以
一
御
馬
為
東
宮

牽
分｣

で
一
致
、
№
13

｢

延
長
三
八
一
三｣

は
Ｂ

一

｢
延
喜
三
年
八
月
十
三
日｣

と
記
載
が
一
字
違
い
で
あ
り
、
か
つ

｢

上
卿
不
候
。
配
給
両
寮
。｣
と

｢

不
召
上
卿
。

□
御
覧
。
□
給
左
右
寮
已
了
。｣

は
表
現
と
し
て
類
似
し
、
ま
た
№
15

｢
五
年
八
廿｣

は
Ｄ

一

｢

延
喜
五
年
八
月
廿
日｣

と
類
似
し
、
か
つ

｢

即
被
奉
中
六
条
院
。｣

で
一

致
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
結
果
、『

政
事
要
略』

に
引
用
さ
れ
て
い
る
勘
物
は
全
て
№
１
〜
20
の
範
囲

に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
す
る
。
な
お
、
こ
の
範
囲
内
に
存
在
す
る
も
の
の

『

政
事
要
略』

に
引
か
れ
な
い
№
１
、
３
、
４
、
７
、
８
、
９
は
、
№
１
に
つ
い
て

は

｢

信
濃
御
馬｣

と
あ
る
こ
と
よ
り
後
述
す
る
よ
う
に
大
幅
な
錯
簡
を
挟
む
Ｃ
部
分

に
引
か
れ
て
い
た
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
№
３
、
４
、
７
、
８
、
９
に
つ
い
て
は
、

『

政
事
要
略』

の
Ａ
部
分
に
は
勘
物
が
全
く
記
載
さ
れ
て
い
な
い
た
め
判
然
と
は
し

な
い
も
の
の
、
３
、
４
、
８
は

｢

真
衣
野
御
馬｣

と
あ
る
点
よ
り
、
№
７
、
９
は

｢

八
月
三
日｣

｢

八
月
七
日｣

と
い
う
日
付
よ
り
、
Ａ
の
勘
物
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、

Ａ
部
分
へ
の
引
用
が
想
定
さ
れ
る
。
で
は
、
翻
っ
て
考
え
る
に
、
№
21
〜
35
が

『

政

事
要
略』

中
に
引
用
さ
れ
な
い
理
由
は
何
に
拠
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
事
例

を
検
討
し
て
み
る
と
、
№
21
〜
24
は
牧
司
や
御
牧
へ
の
賜
物
と
い
っ
た
事
例
で
あ
り
、

№
25
〜
35
に
は

｢

陸
奥
臨
時
交
易
御
馬｣

や

｢

後
院
蕗
御
馬｣

な
ど
の
臨
時
の
駒
牽
、

お
よ
び

｢

此
例
不
叶
例
。｣

(

№
26)

や

｢

今
案
、
此
事
非
宜
例
。｣

(

№
31
、『

北
山

抄』

巻
第
二

｢

十
五
日
牽
信
濃
勅
旨
御
馬
事｣)

と
称
さ
れ
る
よ
う
な
違
例
が
集
成

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、『

西
宮
記』

勘
物
の
う
ち
№
21
〜
35
の
部
分
に
は
か
な
り

特
殊
な
事
例
が
列
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
惟
宗
允
亮
は
意
図
的
に

『

政
事
要
略』

に
引
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

次
に
、『

政
事
要
略』

の
側
か
ら
勘
物
を
眺
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

は
じ
め
に
Ｂ
・
Ｄ
・
Ｆ
・
Ｇ
・
Ｈ
の
五
項
目
に

『

西
宮
記』

勘
物
が
引
用
さ
れ
て

い
る
と
述
べ
た
が
、
現
行
の

『

西
宮
記』

と
一
致
す
る
の
は
Ｂ
に
引
か
れ
た
二
条

(

大
系
本
三
六
頁
一
一
行
〜
一
三
行)

、
Ｄ
に
引
か
れ
た
四
条

(

大
系
本
四
八
頁
一
四

行
〜
四
九
頁
六
行)

の
う
ち
一
〜
三
、
Ｆ
に
引
か
れ
た
四
条

(

大
系
本
四
九
頁
一
五

行
〜
五
〇
頁
六
行)

の
う
ち
一
・
三
、
Ｈ
に
引
か
れ
る
三
条

(

大
系
本
五
四
頁
一
二

行
〜
一
六
行)

の
う
ち
一
・
二
で
あ
る
。
Ｄ

四
の
天
暦
元
年
九
月
四
日
条
、
Ｆ

二

の
同

[

延
長
ヵ]

三
年
九
月
廿
五
日
条
、
Ｆ

四
の
天
暦
七
年
八
月
十
五
日
条
、
Ｇ

一
の
天
暦
三
年
九
月
廿
八
日
条

(

大
系
本
五
〇
頁
一
五
行
〜
一
六
行)

、
Ｈ

三
の
天

暦
元
年
八
月
廿
九
日
条
は
現
行
の

『

西
宮
記』

か
ら
は
確
認
で
き
な
い
。

ま
た
Ｃ
に
列
記
さ
れ
た
年
記
を
有
す
る
勘
物

(

大
系
本
四
二
頁
一
二
行
〜
四
三
頁

九
行)

に
つ
い
て
は
、
そ
の
記
載
か
ら
は
典
拠
が
不
詳
で
あ
る
も
の
の
、
現
行
の

『

西
宮
記』

勘
物
と
の
対
比
よ
り
Ｃ

二
〜
五
が

『

西
宮
記』

勘
物
で
あ
る
可
能
性
が

極
め
て
高
い
と
判
断
さ
れ
る
。
ま
た
直
前
の
Ｃ

一
も
、
Ｃ

一
・
Ｃ

二
は
行
を
変

え
ず
に
続
け
て
記
載
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
Ｃ

三
の
冒
頭
に
引
書
名
が
明
記
さ
れ
て

い
な
い
こ
と
よ
り
、『
西
宮
記』

勘
物
に
当
た
る
可
能
性
は
十
分
に
あ
ろ
う
。
こ
の

Ｃ
部
分
の
勘
物
は
従
来

『
西
宮
記』

勘
物
で
あ
る
と
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
い
が

(

�)

、
そ
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の
原
因
は
Ｃ

一
直
前
に
存
在
す
る
錯
簡
に
あ
る
。
大
系
本
四
八
頁
頭
注
が

｢

伏
請

以
下
至
五
十
頁
四
行
目
分
配
□
、
原
在
上
文
四
十
二
頁
十
一
行
之
畢
次
、
今
意
移｣

と
指
摘
し
、
ま
た
稲
葉
通
邦
自
筆
書
入
本
に
お
い
て
大
系
本
四
八
頁
六
行
目
に
当
た

る
箇
所
に

｢
邦
按
／
已
下
四
十
五
行
錯
簡
当
在
石
清
水
宮
放
生
會
条
末｣

、
五
〇
頁

四
行
目
末
に
当
た
る
箇
所
に

｢

已
上
四
十
五
行
錯
簡
〈
邦
按
〉｣

と
稲
葉
通
邦
が
朱

書
す
る
よ
う
に
、
大
系
本
四
二
頁
一
一
行
目
と
一
二
行
目
の
間
お
よ
び
四
八
頁
六
行

目
、
ま
た
五
〇
頁
四
行
目
と
五
行
目
の
間
に
は
大
き
な
錯
簡
が
生
じ
て
い
る
。
四
八

頁
六
行
目
は
内
容
か
ら
見
て
直
接
す
る
も
の
の
、
四
二
頁
一
一
行
目
と
一
二
行
目
の

間
お
よ
び
五
〇
頁
四
行
目
と
五
行
目
の
間
は
連
続
せ
ず
、
四
二
頁
一
二
行
目
頭
部
お

よ
び
五
〇
頁
四
行
目
脚
部
に
欠
損
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る

(

�)

。
つ
ま
り
、
Ｃ

一
と

直
前
の
外
記
日
記
と
の
間
で
錯
簡
が
生
じ
、
ま
た
Ｃ

一
前
半
が
失
わ
れ
て
い
る
た

め
に
、
こ
れ
ま
で
Ｃ
部
分
の
勘
物
は

『

西
宮
記』
勘
物
で
あ
る
と
は
想
定
さ
れ
て
こ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
表
２
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、『

西
宮
記』

勘
物

の

『

政
事
要
略』

へ
の
引
用
状
況
か
ら
鑑
み
て
、
Ｃ
部
分
も

『
西
宮
記』

勘
物
に
当

た
る
と
判
断
さ
れ
る
。
ま
た
、
現
在
は
逸
し
て
い
る
も
の
の
Ｃ

一
の
前
に
も
勘
物

(

例
え
ば
№
１
な
ど)

が
存
在
し
た
可
能
性
も
十
分
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

３
、
御
仏
名
事

『

政
事
要
略』

所
引
の

『

西
宮
記』

勘
物
は
大
系
本
一
七
九
頁
七
行
目
か
ら
一
八

〇
頁
八
行
目
に
か
け
て
記
載
が
設
け
ら
れ
、
十
二
条
の
勘
物
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
応
す
る
現
行
の

『

西
宮
記』

は
、
前
田
家
巻
子
本
巻
六

(

甲)

、
前
田
家

巻
子
本
巻
六

(

乙)

、
壬
生
本
第
八
軸
が
残
る
。
な
お
、
御
仏
名
事
に
関
し
て
は
、

十
一
世
紀
末
成
立
の

『

撰
集
秘
記』

に
儀
式
文
お
よ
び
勘
物
が
引
用
さ
れ
て
お
り

(

�)

、

院
政
期
に
流
布
し
た

『

西
宮
記』

の
様
子
が
窺
わ
れ
る
。
こ
の
三
者
の
勘
物
を
対
照

さ
せ
た
の
が
表
３
で
あ
る
。

ま
ず

『

政
事
要
略』

に
お
け
る

『

西
宮
記』

勘
物
の
引
用
方
法
を
見
る
と
、
１
、

２
と
同
様
に
、
基
本
的
に
後
補
と
思
わ
れ
る
部
分

(

前
田
家
巻
子
本
の
裏
書
、
壬
生

本
の

｢

御
仏
名
事｣

以
下
の
勘
物)

を
全
く
含
ま
ず
、
№
１
〜
６
を
三
・
七
・
九
・

五
・
六
・
一
一
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。
し
か
し
一
・
二
・
四
・
八
・
一
〇
・
一
二

は
、
現
行
の

『

西
宮
記』

ば
か
り
か

『

西
宮
記』

を
直
接
に
引
用
し
た
と
思
わ
れ
る

『

撰
集
秘
記』

に
も
見
え
な
い
。
た
だ
し
、『

北
山
抄』

巻
第
二

｢

御
仏
名
事｣

は
六

(

№
５)

と
同
内
容
の
勘
物
に
続
け
て
八
と
同
日
の
記
事
を

延
喜
十
三
年
有
此
例
。
又
御
導
師
長
絲
竹
道
、
能
合
其
音
。
仍
有
恩
賜
云
々
。

と
割
注
の
形
で
記
し
て
お
り
、
八
の

御
導
師
景
銓
、
誦
錫
杖
之
間
、
調
琴
及
和
琴
。
導
師
和
音
韻
如
水
乳
。
仍
給
御

阿
古
女
。
〈
恒
佐
朝
臣
給
之
。〉

の
部
分
と
内
容
の
一
致
を
見
せ
て
い
る
。

ま
た
、『

政
事
要
略』

に
は
引
か
れ
な
い
№
７
の

｢

康
保
二
年
十
二
月
十
九
日
。

召
仰
安
源
開
眼
一
万
三
千
仏
。
今
夜
御
導
師
一
人
、
次
第
僧
一
人
不
参
。｣

は
、
前

田
家
巻
子
本

(

甲)

に
お
い
て
は
細
字
の
注
記
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
前

田
家
巻
子
本

(

乙)

お
よ
び
壬
生
本
に
お
い
て
は
№
６
に
続
け
て
大
字
で
記
さ
れ
て

い
る
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
前
田
家
巻
子
本

(

甲)

の
裏
書
の
み
に
存
す
る
№

７
と
全
く
同
文
の
勘
物
で
あ
る
。
影
印
で
は
一
四
〇
頁
に
巻
六

(

甲)

の
裏
89
と
し

て
収
め
ら
れ
、
ち
ょ
う
ど
№
６
の
初
行
に
当
た
る
位
置
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

判
明
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
勘
物
は
、
前
田
家
巻
子
本

(

乙)

の
裏
書
お
よ
び
壬
生

本
の

｢

御
仏
名
事｣

以
下
の
勘
物
に
は
見
え
な
い
。
こ
れ
ら
の
状
況
か
ら
、
№
７
は
、

№
６
と
類
似
す
る
例
と
し
て
そ
の
紙
背
に
裏
書
さ
れ
た
も
の
の
、
転
写
を
経
る
う
ち

に
表
面
へ
の
追
記
と
な
り
、
最
終
的
に
は
他
の
勘
物
と
見
分
け
が
付
か
な
い
大
字
の

記
載
へ
と
変
化
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
№
７
の
追
記
さ
れ
て
い

な
い
段
階
を
①
、
№
７
が
裏
書
さ
れ
た
段
階
を
②
、
№
７
が
表
面
へ
の
追
記
へ
と
変

化
し
た
段
階
を
③
、
大
字
の
記
載
へ
と
変
化
し
た
段
階
を
④
と
す
る
と
、
①
に
当
て

は
ま
る
の
は

『

政
事
要
略』
、
②
〜
③
の
過
渡
期
に
当
て
は
ま
る
の
が
前
田
家
巻
子
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( ) 『政事要略』 所引の 『西宮記』 勘物について (矢越)25

表３ ｢御仏名事｣ 勘物対照表

年月日
『政事要略』 所引 『西宮記』 勘物 現行の 『西宮記』 勘物 『撰集秘記』

所引 『西宮
記』 勘物番号 記事 № 記載位置など 記事

承和13年10月27日 行仏名懺悔事 (裏書)

貞観元年12月3日 一 貞観元十二三｡ 大般若御読経｡ 并仏名〈云々〉｡
〈諒闇｡〉

貞観13年9月8日 安置一萬三千画仏像・
七十二鋪事 (裏書)

貞観14年12月19日 二 同 (貞観) 十四十二十九｡ 於大極殿有御読経并仏
名事｡

貞観18年12月24日 三 同 (貞観) 十八十二廿四｡ 停仏名｡ 受禅之後｡ 先
行神事也｡

1 貞観十八十二､ 無御仏名､ 受禅後､ 先可被行
神事､

○

元慶元年正月3日 四 (元慶) 元年正月三日｡ 天皇即位於豊楽院｡〈大極
殿未作｡〉

昌泰元年 七 昌泰元年｡ 御導師権少僧都延窮老不堪行歩｡ 乗片
輿参上｡

2 昌泰元､ 御導師依老耄､ 乗肩輿参､
○

延喜13年12月19日 八 延喜十三年十二十九｡ 有御仏名｡ 廿一日竟夜｡ 御
導師景銓｡ 誦錫杖之間｡ 調琴及和琴｡ 導師和音韻
如水乳｡ 仍給御阿古女｡〈恒佐朝臣給之｡〉僧退出
下之後｡ 天皇出御侍所｡ 有盃酒管絃事｡ 次給禄有
差｡〈四位綾｡ 五位以下絹｡〉

延喜15年12月23日 御仏名事 (裏書)

延喜19年12月21日 九 (延喜) 十九十二廿一日｡ 以導師雲晴任権律師｡
〈褒老年也｡ 召御前給酒｡〉次折削花為侍臣挿｡
右大臣折一枝｡ 奉天皇云｡ 雲乃内乃山乃路仁雲晴
天発スル花乃散由毛無｡ 即被仰云｡ 此夜転付雲晴
法師云｡ 言為花乎折天ハ帰道仁見天迷ム山乃白雲｡

3 延喜十九十二廿一日､ 御導師雲晴任律師､
〈有倭哥事､ 有御製､ 法師献哥､〉

○

御仏名事 (裏書)
延長2年12月28日 五 延長二十二廿八｡ 有御仏名｡ 恒例三夜｡ 而神事一

夜所被修也｡〈天長二年之例云々｡〉
4 延長二十二廿八､ 有御仏名､ 依神事､ 一夜被

修､〈天長二年例､〉
○

延長3年閏12月21日 御仏名事 (裏書)

天徳4年12月19～21
日

一〇 天徳四十二十九廿廿一｡ 於冷泉院有御仏名｡ 廿一
日夜半諸卿参｡ 丑時候御前｡ 御物忌之中〈云々〉｡
依仰也｡

正暦4年12月23日 六 天暦四十二廿三｡ 御仏名竟夜也｡ 暁御導師浄蔵｡
錫杖之間｡ 簾中調琴音｡ 三礼之間｡ 蔵人頭雅信朝
臣自簾中以御衣一襲給之｡ 次召上達部侍臣於塗籠
中｡ 有御遊盃倭歌之後｡ 各給禄有差｡ 延喜例｡

5 天暦四十二廿三､ 御仏名竟夜､ 暁錫杖間､ 簾
中調琴音､ 三礼間､ 頭雅信朝臣､ 自簾中以御
衣一襲給浄蔵､ 又召公卿侍臣塗籠口､ 有御遊
盃酒興､〈延喜十三年例､ 御導師景銓､〉

○

応和元年12月22日 一一 応和元十二廿二｡ 御仏名竟夜｡ 諸卿不参｡ 仍被問
右大臣及不参人々｡

6 応和元十二廿二､ 御仏名竟夜､ 諸卿不参､ 仍
被問不参人者｡

○

御仏名事 (裏書)
応和3年閏12月21日 御仏名事 (裏書)

康保2年12月19日 7 康保二年十二月十九日､ 召仰安源開眼一萬三
千仏､ 今夜御導師一人､ 次第僧一人不参､

○

康保2年12月19日 裏書 (前田家巻子本
(甲) のみ)

康保二年十二月十九日､ 召仰安源開眼一萬三
千仏､ 今夜御導師一人､ 次第僧一人不参､

康保3年12月19日 御仏名事 (裏書)
延暦3年(正暦２年)
12月21～23日

一二 延暦三年十二月廿二三并三夜有御仏名也｡ 雖諒闇
有名�并近衛府奏時事｡ 又白木御帳懸角鏡等也｡
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本
(

甲)

、
④
に
当
て
は
ま
る
の
は
前
田
家
巻
子
本

(

乙)

お
よ
び
壬
生
本
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
な
お
、『

撰
集
秘
記』

所
引
の

『

西
宮
記』

勘
物
が
③
と
④
の
ど
ち

ら
の
段
階
に
属
す
る
か
は
一
概
に
は
決
め
か
ね
る
が
、
№
１
〜
６
の
勘
物
に
続
け
て

大
字
で
記
す
様
か
ら
は
④
の
可
能
性
が
高
い
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
№
７
の
②
〜

④
の
掲
載
状
況
の
変
化
は

『

政
事
要
略』

成
立
以
降
、
院
政
期
の

『

撰
集
秘
記』

成

立
ま
で
の
間
に
起
き
た
こ
と
に
な
り
、
注
記
が
勘
物
へ
と
転
化
す
る
様
子
を
如
実
に

示
す
事
例
と
言
え
よ
う
。

４
、
追
儺
事

『

政
事
要
略』

所
引
の

『

西
宮
記』

勘
物
は
、
大
系
本
二
一
九
頁
第
一
一
〜
一
二

行
目
に
設
け
ら
れ
た
天
暦
八
年
十
二
月
晦
日
条
の
み
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
れ
に
続

け
て
、
二
一
九
頁
第
一
三
行
目
か
ら
二
二
〇
頁
第
六
行
目
に
か
け
て
、『

吏
部
記』

を
引
く
延
長
二
年
十
二
月
晦
日
条
、｢

延
暦
九
年
閏
三
月
十
五
日
外
記
別
日
記｣

を

引
く
延
暦
の
事
例
、
典
拠
未
詳
の
長
保
三
年
閏
十
二
月
の
事
例
、
の
三
条
の
勘
物
が

記
さ
れ
て
お
り
、
追
儺
事
の
勘
物
は
計
四
条
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
応
す
る
現
行
の

『

西
宮
記』

勘
物
は
、
前
田
家
巻
子
本
巻
六

(

甲)

、

前
田
家
巻
子
本
巻
六

(

乙)

、
壬
生
本
第
八
軸
に
記
載
が
残
る
。
な
お
、
前
田
家
巻

子
本

(

甲)

・(

乙)

の
裏
書
お
よ
び
壬
生
本
の

｢

追
儺
事｣

以
下
の
勘
物
記
載
、
つ

ま
り
明
ら
か
に
後
補
さ
れ
た
と
判
別
で
き
る
箇
所
を
除
い
た
成
立
当
初
か
ら
の
勘
物

と
推
定
で
き
る
も
の
は
、
天
暦
八
年
十
二
月
条

(

№
１)

、
延
暦
条

(

№
２)

の
二

条
で
あ
る
。
記
載
は

天
暦
八
十
二
、
雖
諒
闇
有
追
儺
。

延
暦
夫
人
薨
。
未
葬
之
間
、
无
追
鬼
。

と
極
め
て
簡
略
で
あ
る
が
、『

撰
集
秘
記』

所
引
の

『

西
宮
記』

勘
物
も
こ
の
現
行

文
と
同
一
で
あ
る
。

『

政
事
要
略』

へ
の
勘
物
の
引
用
を
見
る
と
、『

西
宮
記』

勘
物
の
№
１
は
直
接
に

引
用
し
て

西
宮
記
。
天
暦
八
十
二
晦
日
。
晴
。
雖
諒
闇
也
。
作
法
如
常
。
左
衛
門
督
師
尹

行
事
追
儺
奏
之
。
□
日
。
中
務
省
録
付
内
侍
奏
聞
。
〈
無
内
侍
付
蔵
人
。〉

と
記
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
№
２
は
、
内
容
は
継
受
す
る
も
の
の
、
間
に
延
長

二
年
十
二
月
晦
日
の

『

吏
部
記』

を
挟
み
、
さ
ら
に
典
拠
と
し
て

｢

外
記
別
日
記｣

を
挙
げ
る
な
ど
、『

西
宮
記』

か
ら
直
接
引
用
し
た
勘
物
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
記
載
を
見
る
と
、

延
暦
九
年
閏
三
月
十
五
日
外
記
別
日
記
云
。
延
暦
八
年
十
二
月
廿
八
日
辰
時
、

皇
太
夫
人
崩
於
中
宮
。
今
上
即
位
之
日
、
尊
為
皇
大
夫
人
。
祓
事
。
神
祇
官
。

天
慶
元
年
記
文

(

�)

云
。
未
御
葬
送
仍
止
大
祓
。
又
不
追
鬼
者
。
朝
議
以
為
有
葬
解

除
者
。
世
俗
所
為
以
此
論
之
、
大
祓
何
妨
。
仍
不
停
其
事
。
進
御
麻
事
、
伝
授

内
侍
、
進
於
御
所
。
不
用
常
儀
式
。
正
月
一
日
、
依
日
蝕
停
挙
哀
。
六
日
、
献

卯
杖
。
其
朝
廷
者
直
進
勅
所
。
中
宮
者
一
如
平
生
。
皇
后
春
宮
両
宮
者
進
衛
。

七
日
、
停
御
覧
青
馬
。
十
二
日
、
陪
葬
衛
府
者
、
依
勝
宝
六
年
例
、
定
其
数
着

商
布
。
〈
案
件
記
。
依
未
御
葬
送
。
不
追
鬼
歟
。〉

と
他
の
勘
物
に
比
し
て
か
な
り
詳
細
な
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
文
末
の
割

注
記
載
は
№
２
の

｢

未
葬
之
間
、
无
追
鬼
。｣

と
共
通
し
て
お
り
、『

西
宮
記』

勘
物

を
参
考
に
し
つ
つ
、
よ
り
詳
細
な
内
容
を
含
む
他
の
資
料
に
基
づ
き
記
述
し
て
い
る

様
子
が
窺
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、『

政
事
要
略』

に

｢

西
宮
記｣

と
明
記
し
て
列
記

さ
れ
た
勘
物
の
典
拠
は
い
ず
れ
も
確
実
に

『

西
宮
記』

で
あ
る
と
言
え
、
現
行
文
に

存
在
し
な
い

『

西
宮
記』

勘
物
も
惟
宗
允
亮
の
参
照
し
た

『

西
宮
記』

に
は
存
在
し

て
い
た
と
想
定
で
き
よ
う
。

さ
ら
に
、
こ
の
延
暦
の
事
例
に
続
け
て
、

長
保
三
年
閏
十
二
月
廿
二
日
、
東
三
條
院
崩
。
〈
今
上
母
。〉
廿
四
日
、
御
送
。

停
追
儺
了
。
但
有
大
祓
。
〈
雖
御
送
葬
了
。
依
近
日
被
停
歟
。
爰
散
位
従
四
位

下
安
倍
朝
臣
晴
明
来
�
。
不
可
有
追
儺
之
由
。
私
宅
行
此
事
之
間
、
京
中
響
共
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以
追
儺
。
其
事
宛
如
恒
例
。
晴
明
陰
陽
達
者
也
。〉

と
長
保
三
年
の
藤
原
詮
子
の
事
例
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は

『

政
事
要
略』

編
纂

当
時
の
最
新
の
事
例
で
あ
り
、
か
つ
直
前
に
引
か
れ
た
延
暦
期
の
高
野
新
笠
の
事
例

と
は
年
末
に
崩
御
し
て
い
る
点
、
お
よ
び
追
儺
が
実
施
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で

共
通
し
て
い
る
も
の
の
、
葬
送
の
実
施
時
期
が
年
始
に
持
ち
越
さ
れ
る
か
、
年
末
に

実
施
さ
れ
る
か
と
い
う
点
で
好
対
照
を
為
す
事
例
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、『

政
事
要

略』

に
お
い
て
新
た
に
勘
物
と
し
て
採
用
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
長
保

三
年
の
事
例
は
、『

北
山
抄』

巻
第
二

｢

追
儺
事｣

に
も

諒
闇
年
、
如
例
行
之
。
但
、
長
保
三
年
、
停
此
儀
。
依
七
々
日
内
也
。
尋
往
昔

例
、
被
定
行
耳
。

と
勘
物
に
採
用
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、『
北
山
抄』

に
は

｢

往
昔
例｣

は
全
く
引

か
れ
て
お
ら
ず
、
編
者
の
関
心
の
有
り
様
や
引
用
態
度
の
差
が
見
て
取
れ
る
。

お
わ
り
に

以
上
、『

西
宮
記』

か
ら

『

政
事
要
略』

へ
と
直
接
に
引
用
さ
れ
た
こ
と
が
明
白

な
勘
物
を
四
項
目
に
渡
っ
て
検
討
し
て
き
た
が
、
そ
の
結
論
は
以
下
の
三
点
に
ま
と

め
ら
れ
る
。

一
、『

政
事
要
略』

所
引
の

『

西
宮
記』

勘
物
は
、
諸
本
の
裏
書

(

前
田
家
巻
子
本)

や
そ
れ
を
文
末
に
列
記
し
た
と
思
わ
れ
る
部
分

(

壬
生
本
、
大
永
本)

の
勘
物
は

一
切
含
ん
で
い
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
の
箇
所
は
惟
宗
允
亮
の
参
照
し
た

『

西
宮
記』

に
は
記
載
が
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

二
、
現
行
の

『

西
宮
記』

儀
式
文
や
勘
物
へ
の
注
記
の
中
に
は

『

政
事
要
略』

に

『

西
宮
記』

勘
物
と
し
て
採
用
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
り
、
注
記
と
い
え
ど
も

『

西
宮
記』

成
立
直
後
か
ら
記
載
さ
れ
て
い
る
、
も
し
く
は
原

『

西
宮
記』

の
記

載
に
由
来
し
て
い
る
も
の
も
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
転

写
の
過
程
で
裏
書
が
注
記
へ
と
移
動
す
る
事
例
や
注
記
が
通
常
の
勘
物
へ
と
変
化

す
る
事
例
も
あ
り
、
即
断
は
で
き
な
い
。

三
、『

政
事
要
略』

は
基
本
的
に

『

西
宮
記』

勘
物
の
う
ち
異
例
や
臨
時
の
事
例
を

除
い
た
全
て
の
勘
物
を
引
用
し
て
お
り
、
先
学
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
の
中
に

は
現
行
本
の
勘
物
に
は
見
当
た
ら
な
い
事
例
や
よ
り
詳
細
な
記
述
を
含
ん
で
い
る
。

し
か
し
、『

西
宮
記』

記
載
の
勘
物
の
内
容
に
不
足
が
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
に

は
、
直
接
に
は
勘
物
と
し
て
採
用
せ
ず
、
よ
り
適
当
な
他
の
資
料
に
基
づ
き

『

政

事
要
略』

中
に
記
載
を
設
け
る
こ
と
も
あ
る
。

な
お
、
こ
の
一
〜
三
に
基
づ
き
つ
つ

『

政
事
要
略』

所
引
の
勘
物
を
検
討
し
た
結

果
、
駒
牽
の
う
ち

｢

十
五
日
牽
信
濃
勅
旨
御
馬
事｣

の
項
で

『

西
宮
記』

勘
物
で
あ

る
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
勘
物
五
条
が
見
出
さ
れ
た
。
周
囲
の
事
例
よ
り
み
て

『

西
宮
記』

勘
物
を
引
用
し
て
い
る
こ
と
が
事
前
に
想
定
で
き
、
か
つ
錯
簡
の
多
い

巻
第
二
十
三
内
の
記
載
で
あ
る
こ
と
に
大
い
に
拠
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
逸
文
研

究
の
分
野
で
活
用
さ
れ
る

『

政
事
要
略』

で
あ
る
だ
け
に
、『

政
事
要
略』

所
引
の

典
拠
未
詳
の
勘
物
は
そ
の
典
拠
を
再
検
討
す
る
価
値
が
十
分
に
あ
ろ
う
。
ま
た
そ
の

た
め
に
は
、
錯
簡
部
分
の
特
定
や
文
字
の
校
勘
な
ど
、
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の

『

政
事

要
略』

を
見
直
す
必
要
が
あ
る
。

[

註]

(

１)
『

西
宮
記』

に
関
す
る
基
本
的
論
考
と
し
て
は
、
和
田
英
松

『

本
朝
書
籍
目
録
考
証』

(

明
治
書
院
、
一
九
三
六
年
。
一
九
一
五
年
初
出
。)

、
太
田
晶
二
郎

｢『

政
事
要
略』

補
考｣

(『

太
田
晶
二
郎
著
作
集』

二
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
三
年
。
一
九
六
四
年

初
出
。)

、
虎
尾
俊
哉

｢

政
事
要
略
に
つ
い
て｣

(『

古
代
典
籍
文
書
論
考』

吉
川
弘
文

館
、
一
九
八
二
年
。
一
九
七
一
年
初
出
。)

、
木
本
好
信

｢『

政
事
要
略』

と
惟
宗
允
亮｣

(『

政
事
要
略
総
索
引』

国
書
刊
行
会
、
一
九
八
二
年)

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

(

２)
『

政
事
要
略』

の
引
用
書
に
つ
い
て
は
和
田
英
松

『

本
朝
書
籍
目
録
考
証』

(

注
１

書)

、『

政
事
要
略
総
索
引』

(

注
１
書)

な
ど
に
詳
し
い
。
ま
た
引
用
典
籍
に
関
す
る

個
別
の
論
考
と
し
て
は
、
飯
田
瑞
穂

｢『

政
事
要
略』

所
収
聖
徳
太
子
伝
に
つ
い
て｣
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(『

飯
田
瑞
穂
著
作
集
一

聖
徳
太
子
伝
の
研
究』

吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
。
一

九
七
一
年
初
出
。)

、
所
功

｢

政
事
要
略
所
引

『

西
宮
記』

と
現
行
文
の
対
比｣

(『

平

安
朝
儀
式
書
成
立
史
の
研
究』

国
書
刊
行
会
、
一
九
八
五
年
。
な
お
、
収
録
に
当
た
っ

て
は
第
一
篇
第
三
章
第
二
項
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。
一
九
七
二
年
初
出
。)

、
太
田
次

郎

｢『

政
事
要
略』

所
引
の
白
氏
文
集
に
つ
い
て｣

(『

史
学』

四
五
―
四
、
一
九
七
三

年)

、
清
水
潔

｢『
国
史』

に
つ
い
て
―

『

政
事
要
略』

所
引

｢

国
史｣

を
中
心
と
し

て
―｣

(『

皇
學
館
論
叢』
七
―
一
、
一
九
七
四
年)

な
ど
が
あ
る
。

(

３)

和
田
英
松
注
１
書
、
所
功
注
２
論
文
。

(

４)

代
表
早
川
庄
八

『

儀
式
書
を
中
心
と
み
た
平
安
時
代
政
治
機
構
の
総
合
的
研
究』

(

平
成
二
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金

(
総
合
研
究
Ａ)

研
究
成
果
報
告
書
、
一
九
九
一

年)

、
北
啓
太

｢

壬
生
本

『

西
宮
記』
旧
内
容
の
検
討｣

(『

史
学
雑
誌』

一
〇
一
―
一

一
、
一
九
九
二
年)

、
栗
木
睦

｢『

官
奏
事』
の
基
礎
的
研
究
―

『

西
宮
記』

か

『

北

山
抄』

か
―｣

(『

古
代
文
化』

五
三
―
二
、
二
〇
〇
一
年)

、
同

｢『

西
宮
記』

写
本

分
類
に
つ
い
て
の
試
論｣

(『

日
本
歴
史』

六
四
一
、
二
〇
〇
一
年)

、
同

｢『

雑
類
略

抄』

逸
文
の
基
礎
的
検
討
―

『

西
宮
記』

と
呼
ば
れ
な
い
『

西
宮
記』

の
存
在
に
つ

い
て
―｣

(『

皇
學
館
論
叢』

三
六
―
三
、
二
〇
〇
三
年)
な
ど
。

(

５)

影
印
と
し
て
は
、
前
田
家
巻
子
本
お
よ
び
大
永
本
が
前
田
育
徳
会
尊
経
閣
文
庫
編

『(

尊
経
閣
善
本
影
印
集
成)

西
宮
記』

一
〜
四
お
よ
び
五
・
六

(
八
木
書
店
、
一
九

九
三
〜
一
九
九
五
年)

、
壬
生
本
が

『(

宮
内
庁
書
陵
部
本
影
印
集
成)
西
宮
記』

一

〜
三

(

八
木
書
店
、
二
〇
〇
六
〜
二
〇
〇
七
年)

と
し
て
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

(

６)
『

政
事
要
略』

の
写
本
に
つ
い
て
は
押
部
佳
周

｢

政
事
要
略
の
写
本
に
関
す
る
基
礎

的
考
察｣

(『

広
島
大
学
学
校
教
育
学
部
紀
要』

第
二
部
第
五
号
、
一
九
八
二
年)
を

参
照
し
た
。
押
部
氏
に
よ
る
と
、
近
世
に
お
け
る

『

政
事
要
略』

の
蒐
集
に
は
大
系

本
の
底
本
で
あ
る
中
原
本
系
統
の
ほ
か
に
、
紀
宗
直
所
蔵
本
に
端
を
発
す
る
神
村
家

本
系
統
、
前
田
綱
紀
蒐
集
本
な
ど
が
存
在
す
る
も
、
い
ず
れ
も
大
系
本
の
対
校
に
は

用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
今
回
対
校
す
る
た
め
に
参
照
し
た
国
立
公
文
書
館
所

蔵
稲
葉
通
邦
自
筆
書
入
本

(

請
求
記
号
一
七
九
―
〇
〇
九
三)

は
神
村
家
本
系
統
に

属
す
る
写
本
で
あ
り
、
ま
た
東
京
大
学
附
属
総
合
図
書
館
所
蔵
本

(

請
求
記
号
Ａ
〇

〇
―
六
〇
七
三)

は
前
田
綱
紀
が
蒐
集
過
程
に
お
い
て
書
写
し
た
京
極
御
所
本
系
統

に
属
す
る
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
写
本
で
あ
る
。

(

７)

所
功
注
２
論
文
一
二
二
〜
一
二
三
頁
。

(

８)

所
功
注
２
論
文
、
財
団
法
人
神
道
大
系
編
纂
会
編

『

神
道
大
系

朝
儀
祭
祀
編
二

西
宮
記』

一
九
九
三
年
な
ど
。

(

９)

記
号
や
注
記
で
明
記
は
な
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
大
系
本
五
五
頁
第
一
行

｢

件

符
給
諸
牧
。
仍
駒
牽
終
日
附
出
。｣

の

｢

此
符｣

が
五
一
頁
第
六
〜
一
三
行
の
天
暦
六

年
九
月
二
十
三
日
付
太
政
官
符
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
内
容
か
ら
明
か
で
あ
り
、｢

廿

八
日
上
野
勅
旨
御
馬
事｣

の
項
目
内
に
も
小
さ
な
錯
簡
が
存
在
し
て
い
る
。

(

10)
『

撰
集
秘
記』

に
つ
い
て
は
、
影
印
と
し
て
は
所
功
編

『

京
都
御
所
東
山
御
文
庫
本

撰
集
秘
記』

(

国
書
刊
行
会
、
一
九
八
六
年)

を
用
い
、
ま
た
同
書
所
収
の
所
功

｢『

撰
集
秘
記』

の
基
礎
的
研
究｣

を
参
照
し
た
。

(

11)

大
系
本
の
頭
注
に

｢

天
慶
元
年
、
恐
誤｣

と
あ
る
よ
う
に
、｢

天
慶
元
年
記
文｣

と

い
う
表
現
は
不
可
解
で
あ
り
、
大
系
本
で
は
こ
の
箇
所
で
改
行
を
し
て
い
る
。
し
か

し
、
写
本
で
確
認
す
る
限
り
で
は
こ
の
箇
所
で
改
行
し
た
も
の
な
い
。
ま
た
、
同
じ

頭
注
に

｢

按
下
文
或
係
延
暦
九
年
事｣

と
あ
る
よ
う
に
、
元
旦
に
日
蝕
が
発
生
し
て

い
る
点
、
さ
ら
に

｢

勝
宝
六
年
例｣

す
な
わ
ち

『

続
日
本
紀』

天
平
勝
宝
六
年
七
月

壬
子
に
崩
御
の
記
事
が
載
せ
ら
れ
る
太
皇
太
后
藤
原
宮
子
の
事
例
を
引
用
し
て
い
る

点
に
鑑
み
て
、
延
暦
八
年
十
二
月
に
崩
御
し
た
高
野
新
笠
の
葬
送
に
関
す
る
記
載
で

あ
る
と
判
断
し
、
行
を
続
け
る
こ
と
と
し
た
。

(

付
記)

本
稿
は
基
盤
研
究

(

Ａ)
｢

日
本
前
近
代
史
料
の
国
際
的
利
用
環
境
構
築
の
研
究｣

に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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